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令和７年度事業計画書 

 

 

  政府経済見通しによると、「令和７年度は、総合経済対策の効果が下支えとなり、賃金

上昇が物価上昇を上回り、個人消費が増加するとともに、企業の設備投資も堅調な動きが

継続するなど、引き続き、民間需要主導の経済成長となることが期待されるものの、海外

経済の不確実性や金融資本市場の変動等の影響には、十分注意する必要がある」とされて

います。 

そのような中、自家発電設備を取り巻く環境については、巨大地震や大型台風等の自然

災害に備えた防災・減災対策やＢＣＰ対策の一環としての自家発電設備の導入需要は、際

立った増加は期待できないものの、引き続き手堅く一定数見込めるものと思われます。 

当協会は、本年度も製品認証事業及び自家用発電設備専門技術者養成事業を中心に、  

自家発電設備等の信頼性や安全性の向上と更なる普及を目指し事業運営を行っていきます。 

 各事業の事業計画の内容は、次のとおりです。 

 

１．自家発電設備の製品認証 

（１）消防庁長官登録認定機関としての認定の実施 

消防法施行規則第３１条の４に規定する登録認定機関として、「自家発電設備の  

基準」に適合していることの認定を行います。 

なお、令和７年度は消防庁長官登録認定機関としての第７回更新時期にあたり、適切

な更新手続きを行います。 

 

（２）製品認証機関としての認証の実施 

ISO/IEC 17065 に基づく製品認証機関として、各種審査及びサーベイランスにより、

自家発電装置等の認証基準に対する適合性評価を計画的に実施し、認証委員会の決定

に基づき、適合証明書及びサーベイランス結果通知書を発行します。 

なお、令和７年度は製品認証機関としての更新時期にあたり、(公財)日本適合性認定

協会(JAB)による第６回更新審査を受け、製品認証制度の継続・維持を図ります。 

（審査件数） 

審査の種類 

 

令和７年度 

 計画数（件） 

令和６年度   

実績数（件）（見込） 

前年度実績比 

（％） 

新規審査      ０       ０  －   

変更審査      ０       ０ －  

更新審査      ８  ８     １００ 

サーベイランス     ２３ １６        １４４ 
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（３）適合マーク等の交付 

製品認証機関の適合マーク、消防庁長官登録認定機関の認定マークを交付します。 

なお、消防庁長官登録認定機関の認定マーク交付枚数は、防災用自家発電装置及び 

常用防災兼用発電装置の適合マーク交付枚数の合計と同数です。        

（適合マーク交付枚数） 

種   別 令和７年度 

 計画数（枚） 

令和６年度 

実績数（枚）（見込） 

前年度実績比 

（％） 

防災用自家発電装置       ５,６００ ５,５００ １０２ 

常用自家発電装置       １５０      １４０ １０７ 

常用防災兼用発電装置        １５        ６ ２５０ 

可搬形発電設備     １３，０００ １３,３００ ９８ 

非常動力装置 １００       １７０ ５９ 

 

２．自家用発電設備専門技術者の養成 

 

（１） 自家用発電設備専門技術者の講習・試験及び更新講習の実施 

①  自家用発電設備専門技術者の資格を取得するための講習・試験は、全国８地区で９

月から１１月の期間で行います。 

資格取得希望者を会員、非会員から広く募集するため、募集期間は３月中旬から６月

中旬までとします。また、各会場とも定員制で実施します。 

（新規申請者数） 

資格の種類 令和７年度 

計画数（名） 

令和６年度 

実績数（名） 

前年度実績比 

（％） 

自家用発電設備 

専門技術者 
    １,０００    ９６４ １０４ 

可搬形発電設備 

専門技術者 
       ６００         ６６６  ９０ 

 

② 自家用発電設備専門技術者の資格保有者に対する５年毎の更新講習を、全国１１地区 

で８月から１１月の期間で行います。 

 今年度もオンライン講習を積極的に推奨し、希望者は９月～１１月の期間で各自の都

合に合わせてパソコン等で受講できます。なお、昨年度の可搬形発電設備専門技術者の

会場での更新講習に続き、自家用発電設備専門技術者の会場での更新講習についても、

オンライン講習で使用するビデオの放映による講習を行います。 

（更新申請者数） 

資格の種類 令和７年度 

計画数（名） 

令和６年度 

実績数（名） 

前年度実績比 

（％） 

自家用発電設備 

専門技術者 
  ３,３００     ３,４４３    ９６ 

可搬形発電設備 

専門技術者 
  １,３００     １,３８１    ９４ 
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③ 専門技術者の講習・試験用テキストは、法令や技術基準等の改正及び技術的進歩に合

わせ内容を見直します。 

また、更新講習用テキストについても、法令、技術基準及び不具合事例等の最新情報を

提供できるよう内容を見直します。 

 

（２）電気工事士法による特種電気工事資格の認定申請への協力 

   専門技術者試験合格者のうち、電気工事士法で定める特種電気工事資格者（非常用 

予備発電装置工事資格者）の資格取得希望者を対象に、経済産業省産業保安監督部へ 

の認定申請の協力業務を行います。 

 

（３）発電設備点検済証の交付 

   専門技術者が発電設備の保守点検を行った際に貼付する点検済証を交付します。 

  （交付枚数） 

点検済証の種類 令和７年度 

計画数（枚） 

令和６年度 

実績数（枚）(見込み) 

前年度実績比 

（％） 

自家用発電設備 

点検済証 
   １,７００         １,７００   １００ 

可搬形発電設備 

点検済証 
   ７,５００         ７,０００   １０７ 

 

３．規格・基準の整備と技術調査・研究活動 

 

（１）自家発電設備に関する技術基準等の協会規格（ＮＥＧＡ規格）の定期的見直しを行い

ます。 

 

（２）自家発電設備に係る技術の動向や大規模災害の被害状況などの調査･研究に取り組み

ます。 

 

（３）自家発電設備（防災用、常用）の設置に関するデータの収集・分析を行い、公表     

します。 

 

（４）自家発電設備の出力算定法に関する調査並びに基準改正を進めて行きます。 

出力算定ソフトウェアである「ＮＨ１Ｖer.４.０Ｓ(高効率モータ対応版）」を提供し、

ユーザーサポートを継続するとともに、インバータ電動機や LED 灯の普及などに対応

した改修も進めて行きます。 

 

（５）ガス専焼発電設備を都市ガスの単独供給により予備燃料なしで設置する場合に、  

その供給系統が消防法令の基準に適合しているかを評価委員会で審査し、その決定に

基づき評価書を発行します。 

 

（６）消防機関及び関連団体等の自家発電設備に関する講習会に講師を派遣します。 
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（７）行政機関等からの自家発電設備に関する諮問事項、要請事項に適切に対応します。 

 

４．協会事務局関連 

 

（１）定時総会・理事会の開催及び委員会活動 

   定時総会を６月に、通常の理事会を４回開催します。 

委員会（政策審議委員会、技術委員会、認証制度運営委員会、認証委員会、 

専門技術者審査委員会、ガス供給系統評価委員会等）及びその部会等の開催を計画に

沿って実施します。 

また、各省庁や関連団体の外部委員会等へも積極的に参画します。 

 

（２）広報活動・情報公開 

協会の事業活動、及び行政・業界等の情報を掲載する広報誌「内発協ニュース」を 

毎月発行し、会員、関係省庁・団体、消防機関等に広報します。 

ホームページでは、スピーディな情報提供と適切な情報公開を行うとともに、会員専

用サイトにおいては役立つ情報を迅速に発信していきます。 

 

（３）視察研修会の実施 

自家発電設備に関する新技術及び設備等の視察研修会を国内で実施します。 

 

（４）表彰活動 

  ① 当協会表彰 

当協会の事業運営に貢献を頂いた方々に対し、定時総会時に「功労者表彰」を   

行います。 

  ② 官公庁及び関連団体表彰 

    官公庁及び関連団体の表彰に会員各社より推薦します。 

    ・国土交通省 

「優秀施工者 国土交通大臣顕彰」(建設マスター） 

「青年優秀施工者 土地・建設産業局長顕彰」(建設ジュニアマスター) 

・総務省消防庁 

「消防庁長官表彰」（消防機器開発普及功労者） 

・一般社団法人全国消防機器協会 

「会長表彰」（消防機器等関係者） 

「黄綬褒章」推薦支援 

・電気安全関東委員会（一般社団法人日本電気協会） 

「委員長表彰」（電気主任技術者・電気工事士部門）   

 

（５）その他 

   創立 50 周年記念行事に係る活動を推進します。 

 

以 上 


